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総

務

委

員

会

総

務

委

員

会

　

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
９

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
規

約
変
更
に
つ
い
て

◆
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更

に
つ
い
て

◆
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
変
更
に
つ

い
て

◆
市
長
政
治
倫
理
条
例
の
一
部
改
正

◆
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

問　

職
員
の
特
別
休
暇
で
あ
る
「
子
の

看
護
休
暇
」
の
対
象
範
囲
を
拡
大
す
る

改
正
で
あ
る
。
民
間
企
業
の
職
場
環
境

と
さ
ら
に
か
け
離
れ
る
が
。

答　

行
政
が
率
先
し
て
子
育
て
支
援
す

る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
企
業
に
も
広

が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

広
報
等
を
用
い
て
広
く
周
知
し
て
い
く
。

◆
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

○
以
上
６
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
21
条
例
等
の
一
部
改
正

意
見　

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
21
等
の
公
共
施

設
利
用
料
金
改
定
は
、
消
費
税
が
上
が

り
市
民
生
活
を
直
接
圧
迫
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
容
認
で
き
な
い
の
で
反

対
す
る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
回
）

問　

新
潟
県
旧
柏
崎
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ

場
の
売
却
の
状
況
は
。

常常任任委委員員会会のの報報告告

答　

昨
年
か
ら
準
備
を
進
め
て
き
た
。

公
有
財
産
審
議
会
の
審
議
を
経
て
、
12

月
に
一
般
競
争
入
札
を
し
た
。
土
地
は

94
筆
、
建
物
は
12
棟
で
応
札
は
１
人
で

あ
っ
た
が
、
落
札
し
所
有
権
移
転
登
記

が
済
ん
だ
。
評
価
額
は
、
不
動
産
鑑
定

士
の
評
価
を
経
て
お
り
適
正
価
格
で
売

却
し
た
。
価
格
は
土
地
が
約
１
３
０
０

万
円
、
建
物
が
約
５
７
２
万
円
で
あ
る
。

問　

市
役
所
本
庁
舎
と
市
民
会
館
の
間

に
あ
る
イ
チ
ョ
ウ
の
木
は
残
す
こ
と
が

決
ま
っ
た
の
か
。

答　

今
回
の
補
正
予
算
を
編
成
し
た
後

に
要
望
が
出
て
き
た
話
で
あ
り
、
新
し

い
建
物
の
玄
関
正
面
位
置
に
な
る
。
大

木
の
た
め
移
植
す
る
に
は
、
膨
大
な
経

費
が
か
か
り
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

○
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
26
年
度
一
般
会
計
予
算

問　

文
書
法
制
事
務
費
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
実
態

は
。

答　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
導
入
に
伴
い
、

こ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
個
人
保
護
体
制

の
整
備
を
行
う
新
規
事
業
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
個
人
保
護
法
条
例
で
規
定
す

る
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
が
最
新
の

も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、「
目
的
外
利

用
の
禁
止
」
等
が
守
ら
れ
て
い
る
か
を

点
検
し
整
理
し
て
い
く
。

意
見　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
」
の
予
算

が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
個
人
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
、

反
対
す
る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

建
設
委
員
会　

建
設
委
員
会　

　

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
８

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

◆
準
用
河
川
管
理
条
例
の
一
部
改
正

◆
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正　

○
以
上
３
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

意
見　

国
庫
に
納
入
し
な
い
消
費
税
を

課
す
の
は
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
の
で
反

対
す
る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５

回
）

問　

繰
越
明
許
費
の
別
所
90
号
線
工
事

の
施
工
工
法
は
。

答　

構
造
計
算
の
基
に
鋼
製
の
板
状
の

も
の
を
入
れ
、
転
圧
す
る
工
法
で
あ
る
。

問　

繰
越
明
許
費
の
高
篠
37
号
線
新
設

改
良
工
事
の
進
捗
状
況
と
繰
越
理
由
は
。

答　

発
注
は
し
た
が
、
地
元
町
会
と
の

調
整
お
よ
び
降
雪
が
重
な
り
、
全
額
の

繰
越
と
な
っ
た
。

◆
26
年
度
一
般
会
計
予
算

問　

農
道
整
備
の
路
線
数
と
総
延
長
は
。

答　

11
路
線
で
総
延
長
４
１
７
７
ｍ
。

問　

武
之
鼻
橋
、
櫻
橋
、
登
龍
橋
の
補

修
設
計
業
務
委
託
料
の
内
容
と
説
明
。

答　

武
之
鼻
橋
と
櫻
橋
は
橋
り
ょ
う
長

寿
命
化
計
画
に
よ
り
補
強
、
登
龍
橋
は

床
板
の
背
面
に
剥
離
に
よ
る
鉄
筋
の
露

出
が
あ
り
、
緊
急
に
補
修
す
る
。

問　

旧
秩
父
セ
メ
ン
ト
跡
地
道
路
に
つ

い
て
、
補
正
予
算
で
約
１
億
５
千
万
円

減
額
し
、
新
た
に
３
千
６
百
万
円
を
計

上
し
た
理
由
は
。

答　

旧
秩
父
セ
メ
ン
ト
跡
地
利
用
計
画

で
は
、
企
業
誘
致
の
観
点
か
ら
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
と
秩
父
陸
橋
の
あ
る
べ
き
姿

が
検
討
さ
れ
、
県
等
と
の
協
議
を
し
て

い
る
が
、
結
論
が
出
ず
、
補
正
予
算
で

の
減
額
、
新
年
度
予
算
に
用
地
お
よ
び

工
事
費
用
を
分
け
て
計
上
し
た
。

◆
26
年
度
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
予
算

問　

大
滝
観
光
ト
イ
レ
を
ど
こ
に
設
置

し
、
来
年
工
事
が
で
き
る
の
か
。

答　

場
所
は
現
行
の
場
所
が
一
番
い
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
駐

車
場
の
利
用
等
も
含
め
、
今
後
検
討
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
26
年
に
設
計

業
務
の
委
託
を
発
注
し
、
27
年
度
予
算

で
建
設
を
進
め
る
予
定
。

○
以
上
３
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
26
年
度
水
道
事
業
会
計
予
算

問　

浦
山
ダ
ム
の
固
定
資
産
税
は
一
般

会
計
に
入
り
、
ダ
ム
の
建
設
割
賦
負
担

金
は
水
道
事
業
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て

お
り
、
水
道
事
業
会
計
の
健
全
化
の
た

め
整
理
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

水
道
事
業
の
経
営
審
議
会
で
も
議

論
さ
れ
、
ダ
ム
の
割
賦
負
担
金
、
維
持

費
、
固
定
資
産
税
等
、
26
年
度
以
降
に

見
直
し
て
い
く
。

意
見　

固
定
資
産
税
が
一
般
会
計
に
入

り
ダ
ム
の
負
担
金
が
水
道
事
業
会
計
か

ら
支
出
さ
れ
る
矛
盾
し
た
予
算
に
反
対

す
る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決
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生
活
産
業
委
員
会

生
活
産
業
委
員
会

　

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
12

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
聖
地
公
園
条
例
の
一
部
改
正

意
見　

こ
の
議
案
に
は
消
費
税
の
転
嫁

が
含
ま
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
消
費
税

反
対
の
立
場
と
納
税
義
務
の
な
い
消
費

税
分
を
使
用
料
や
手
数
料
に
転
嫁
す
べ

き
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
賛
成
で
き

な
い
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と

な
っ
た
の
で
、
委
員
会
条
例
第
17
条
の

規
定
に
よ
り
、
委
員
長
に
お
い
て
可
決

と
採
決
し
た
。

◆
社
会
教
育
委
員
設
置
条
例
の
一
部
改
正

◆
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正

◆
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例

◆
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
回
）

◆
25
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
回
）

◆
25
年
度
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
回
）

○
以
上
６
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
26
年
度
一
般
会
計
予
算

問　

秩
父
ま
つ
り
会
館
展
示
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
業
務
委
託
料
の
内
容
は
。

答　

改
修
す
る
内
容
は
、
外
観
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
、
南
の
駐
車
場
側
と
東
の

線
路
側
の
壁
面
に
屋
台
・
笠
鉾
を
描
く

こ
と
や
、
２
階
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
さ
れ

て
い
る
県
内
最
古
の
神
輿
を
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
に
入
れ
て
会
館
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
展
示
す
る
予
定
で
あ
る
。
他
に
も
、

ジ
オ
ラ
マ
を
映
像
ス
ク
リ
ー
ン
に
見
立

て
、
秩
父
夜
祭
の
全
体
像
を
紹
介
す
る

装
置
の
設
置
な
ど
を
考
え
て
い
る
。

意
見　

こ
の
議
案
に
は
消
費
税
の
問
題

が
絡
ん
で
い
る
。
消
費
税
の
増
税
に
反

対
の
立
場
か
ら
賛
成
で
き
な
い
、
と
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
挙
手
採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と

な
っ
た
の
で
、
委
員
会
条
例
第
17
条
の

規
定
に
よ
り
、
委
員
長
に
お
い
て
可
決

と
採
決
し
た
。

◆
26
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
26
年
度
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
予
算

◆
26
年
度
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業

特
別
会
計
予
算

●
以
上
３
件
の
議
案
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し

て
、
次
の
と
お
り
意
見
が
出
さ
れ
た
。

意
見　

使
用
料
等
に
対
す
る
消
費
税
が

転
嫁
さ
れ
て
い
る
内
容
な
の
で
反
対
す

る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
以
上
３
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
26
年
度
公
設
地
方
卸
売
市
場
特
別
会

計
予
算

○
原
案
の
と
お
り
可
決　

文
教
福
祉
委
員
会

文
教
福
祉
委
員
会

　

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
15

件
、
請
願
１
件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
敬
老
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
改
正

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関

す
る
条
例
及
び
市
議
会
議
員
そ
の
他
非

常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

◆
学
童
保
育
室
条
例
の
一
部
改
正

○
以
上
２
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
市
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例

及
び
大
滝
国
保
診
療
所
使
用
料
及
び
手

数
料
条
例
の
一
部
改
正

◆
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
包

括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例

◆
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支

援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例

◆
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
回
）

○
以
上
４
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
25
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
３
回
）

○
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
25
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
回
）

○
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
25
年
度
市
立
病
院
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
３
回
）

○
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
26
年
度
一
般
会
計
予
算

問　

給
食
費
を
払
わ
な
い
人
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

答　

保
護
者
の
方
か
ら
集
め
た
お
金
で

運
営
を
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
で
、

納
め
ら
れ
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
か
な

い
と
他
の
人
に
迷
惑
が
か
か
る
こ
と
に

な
る
。
学
校
と
教
育
委
員
会
で
連
携
し
、

児
童
手
当
が
出
る
時
期
な
ど
に
徴
収
を

行
っ
て
い
る
状
況
。

◆
26
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

◆
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

◆
26
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

○
以
上
４
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
26
年
度
市
立
病
院
事
業
会
計
予
算

○
原
案
の
と
お
り
可
決

〈
請
願
〉

◆
介
護
保
険
要
支
援
者
へ
の
保
険
給
付

を
継
続
す
る
よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
請
願

意
見　

財
源
は
限
ら
れ
各
地
域
の
状
況

が
異
な
る
中
、
全
国
で
同
じ
保
険
内
容

で
は
対
応
で
き
な
い
。
地
域
力
を
高
め

支
え
合
い
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
介
護

予
防
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
大
切
だ
と

考
え
る
の
で
、
こ
の
請
願
に
反
対
す
る
。

意
見　

訪
問
サ
ー
ビ
ス
や
通
所
サ
ー
ビ

ス
を
は
ず
す
こ
と
が
今
度
の
介
護
保
険

の
改
正
で
あ
る
。
現
在
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
を
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
大
変
な

人
が
多
い
。
保
険
料
を
払
っ
て
も
サ
ー

ビ
ス
を
使
わ
な
い
な
ど
の
状
況
が
、
介

護
保
険
制
度
の
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
以

上
、
制
度
を
後
退
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
で
、
こ
の
請
願
に
賛
成
す
る
。

○
挙
手
少
数
に
よ
り
不
採
択

リニューアル予定の
秩父まつり会館


